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事業コード 事務事業名 所管部課

施策コード 施策名 施策目標

年度 （ ）

目標 年度

事業費(A)

国庫支出金・都支出金

地方債

その他 （ ）

一般財源

所要人員(B)

人件費(C)=平均給与×(B)

臨時職員等賃金(C')

総コスト(D)=(A)+(C)+(C')

単位当たりコスト

(E)=(D)/ （ ）

目標 年度

目標 年度

創2-2 子育て支援の促進

評
価
指
標
の
設
定 二
次

子どもを安心して産み、健やかに育てられる環境づくりを進めます。

6-2-2 保育園施設の大規模改修（ほうやちょう保育園）

特になし

《指標の説明　など》

事
業
環
境
等

市民・関連団体等の意見
（アンケート結果など）

　ほうやちょう保育園の民間委託については、平成18年度に公表しその後父母会連絡協議
会等においても説明してきており、ほぼ理解されている。

事業実施上における制約や
財源確保等

・東京都から財産使用許可を受けている施設であり、改修部分に制限がある。
・公立保育園の建替え・改修は、三位一体の改革により平成18年度より補助対象ではない。

代替・類似サービスの有無

目標値

実績値

一
次

目標値

実績値

② 目標値

活動等指標 単位

目標値 1

21年度 22年度

《指標の説明　など》

成果指標 単位 21年度 22年度 23年度

23年度

①改修施設数

0

改修施設数 千円 #DIV/0! 51,817 #DIV/0! #DIV/0!

千円 0 51,817 0

0817 0

0.10

0 51,000 0 0

内
訳

千円 0

22年度 23年度

千円

51,000

平成22 実施形態

事
業
費
デ
ー
タ

項　　目 単位 21年度

人

千円

子育て支援部　保育課

事
務
事
業
の
概
要

事務事業の目的 根拠法令等

　施設の適正な管理と、児童の安全確保及び保育環境の向上を目的として老朽化した保育園を計画的に改修す
る。また、本事業は民間委託と連動して実施しており、委託事業がスムーズに実施できるための施設整備も目的と
している。

事業内容・実施方法等　

　ほうやちょう保育園は、平成元年の都営住宅の建て替えに伴い、近隣にあった昭和46年４月建設のふじ保育園が移転した施設であ
る。都営住宅の１階に位置しているため、建物躯体や外壁については改修できないので、空調設備を中心に内装、建具、調理室等の
改修を予定している。
　工事は仮設による対応でなはく、施設を利用しながら部分的に順次施工する予定であり、工期は11月頃から３月頃を想定している。

事業開始時期

法律
条例・規則

要綱・要領

政令・省令

  有

  無

直営 委託 補助 その他



事業コード 事務事業名 所管部課

施策コード 施策名 施策目標

【一次評価】

Ｃ

【二次評価】

Ｃ

【行革本部評価】

事業の
必要性

事業の優先
度（緊急性）

2

検証項目 ランク

創2-2 子育て支援の促進 子どもを安心して産み、健やかに育てられる環境づくりを進めます。

6-2-2 保育園施設の大規模改修（ほうやちょう保育園） 子育て支援部　保育課

市民ニーズ
の把握

3

Ａ

Ｂ

Ａ

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービ
スの相手方

事業主体
の妥当性

Ｂ

直接のサービ
スの相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

行革本部評価 評価の判断理由及び事業化する上での課題等

　施設の老朽化の状況や地域防災計画における二次避難所としての位置づけを踏まえると、早期に改修を行う必
要があると考える。
　改修工事実施にあたっては、利用者の安全確保に注力するとともに、業務の民間委託が予定されていることを踏
まえ、受託事業者との調整にも留意されたい。

○検証項目、評価の判断理由
○事業化する上での課題等

2
　ほうやちょう保育園は平成23年度より運営を民
間委託する予定になっているが、施設整備につ
いては委託後においても市立保育園として市が
担うことになる。
　改修工事にあたっては、財政状況に合わせた
費用対効果を十分考慮するとともに、可能な限り
受託事業者の意向も反映されるように留意する
必要がある。
　なお、保育を実施しながらの改修工事となるた
め、利用者の安全確保には万全を期されたい。

2

3

2

2

2

二次評価検証項目 ランク

2

3

市民ニーズ
の把握

受益者負担
の適切さ

事業内容等
の適切さ

　ほうやちょう保育園は築20年を経てクーリングタ
ワー方式の空調を中心に老朽化しており、保守
点検による点検においても交換が指摘されてい
ることや、保育園が二次避難所に指定されている
公益性の高い施設であることから、改修の緊急
性、必要性は高く、総合計画にも位置づけられ
ている事業である。また、これまで、建替えや改
修を実施しながら、民間委託を行ってきたことが
保護者から理解を得られている一要因と考えら
れ、民間委託のための事前整備としても必要で
ある。
　費用負担については、事業の性格上100％市
が負担すべきものである。
　今後は、限られた予算の中で、効果的な改修
を実施するため、利用者への説明のほか、保育
園職員と事業者と十分な協議が必要である。

2

3

2

2

一次評価
○検証項目、評価の判断理由
○事業化する上での課題等

事業化

実施を延期

計画を中止

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービス
の相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービス
の相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握 事業化

実施を延期

抜本的見直し

計画を中止

事業化

実施を延期

抜本的見直し

計画を中止

抜本的見直し

検証項目の見方
Ａ：事業実施の意義を検証する項目
Ｂ：事業の内容･実施方法を検証する項目
Ｃ：市民ニーズの反映度を検証する項目

検証項目の見方
Ａ：事業実施の意義を検証する項目
Ｂ：事業の内容･実施方法を検証する項目
Ｃ：市民ニーズの反映度を検証する項目


